
1 

 

『第九回はんだ山車まつり』 

公式認定グッズ申込要項 

 
公式認定グッズの販売は、令和５年１０月２８･２９日に開催される「第九回はんだ山車

まつり」を広く全国に発信し、開催を盛り上げることを目的としています。 

そこで、５年に一度行われる半田市最大級のイベントを地域の活性化につなげるととも

に、観光客のみなさまには「はんだ山車まつりに来て良かった」と言っていただけるよう、

また、市民のみなさまにとって誇れるまつりとなるよう、公式認定グッズを募集します。 

第九回はんだ山車まつり開催のテーマは、「慶（よろこび）」です。いまこそ、このコロナ

禍を乗り越えた慶びを市民一人ひとりと分かち合うため、このテーマとなりました。 

是非、テーマを形にした魅力ある商品の募集をお待ちしています。 

 

【応募の決まり】 

●応募に際しては、イラストや写真にて商品イメージが正確にわかるものを提出して下

さい。（カラー白黒は問いません。） 

●商品の説明、使用方法及び簡単な PR を必ず記載して下さい。 

●応募商品のサイズには規定はありませんが常識的なサイズでお願いします。 

●応募商品に関する資料は返却いたしませんのでご了承ください。 

●公式認定グッズを販売するためには、所定の誓約書への記載が必要となります。 

誓約書の概要 

・事前販売期間（８月開始予定）、はんだ山車まつり期間、事後販売期間（１２月末終了

予定）に販売が可能です。 

※販売期間は認定結果と同時にお知らせします。 

・公式認定グッズには、第九回はんだ山車まつり実行委員会の指定する専用の「認定ロ

ゴ」を掲載していただく必要があります。 

※認定ロゴは、認定結果と同時にデータ（Illustrator（.ai）または PNG）にて配布致します

ので、各自任意の方法にて商品に掲載をしていただきます。 

・応募商品に関し、他事業者から問い合わせがあった場合、商品等の重複を避けるため、 

共有させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

・認定された商品は、山車まつりホームページ・ＳＮＳにて随時配信いたします。 

・認定商品の掲載については応募順にはならないことをご了承ください。 

公式ロゴマーク等の取扱い 

・応募商品の作成にあたり、第九回はんだ山車まつり公式ロゴマークや、３１輌の山車勢
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揃いの写真、及び、各山車組の法被の写真等が必要な場合は、別紙「はんだ山車まつり

画像データ等使用申請書」を事務局（後記【問合先】）までご提出ください。 

※申請書を確認・承認後、データを送付させていただきます。 

・応募商品に「だし丸くん」を使用する場合、別途「半田市キャラクター商品化使用申請」

が必要になります。詳しくは半田市ホームページをご確認ください。 

（https://www.city.handa.lg.jp/keizai/jigyosha/shokogyo/shinko/shohinka.html） 

 

【認定要件】  

公式認定グッズは、下記要件を満たすことを前提として、審査委員会にて審査・認定しま

す。 

１ 第九回はんだ山車まつりをイメージした商品で、まつりの盛上げに資するもの 

２ 半田市の地域資源が活かされているなど、半田市の土産品としてふさわしいもの 

３ 半田市のイメージを損なう恐れのないもの 

４ 商品と価格のバランスがとれているもの 

５ 特定の政治、思想、または、宗教活動の用に供されるおそれがないもの 

６ 法令や公序良俗に反するおそれがないもの 

７ 商品（パッケージ・タグ・商品）のどこかに認定ロゴを掲載できるものであること 

 

【認定料等】 

公式認定グッズの運営費用として、以下①＋②の合計金額をご負担願います。 

① 認定料 

商 品 数 販売資格不要商品 販売資格必要商品※ 

１商品 ３０，０００円 ５０，０００円 

２商品 ６０，０００円 １００，０００円 

３商品 ９０，０００円 １５０，０００円 

４商品 １２０，０００円 ※販売資格必要商品 

（酒類）は申請後に判断される場

合があります。 

５～１０商品 １５０，０００円 

１１～２０商品 ２５０，０００円 

② 販売手数料  

（商品価格の１５％の金額）×（販売数）（※２） 

※２ 販売手数料が発生するのは、事前販売により実行委員会所管で売り上げた商品、及

び、当日販売により実行委員会所管で売り上げた商品となります。 

   認定者の事業所（店頭）で販売した商品には販売手数料は発生しません。 
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【公式認定グッズの販売】 

●第九回はんだ山車まつりの公式認定グッズは、次のとおり、販売できます。 

 事前販売 当日販売 事後販売 

可否 
販売 

手数料 
可否 

販売 

手数料 
可否 

販売 

手数料 

実行委員会所管店舗 〇 〇 〇 〇 × － 

認定者事業所 〇 × 〇 × 〇 × 

●商品にはパッケージ等に価格を表記してください。 

●不良品等で購入者・使用者より問われる場合、各事業者においてその責任にあたっていた

だくため、公式認定グッズには事業者名、連絡先を明記してください。 

 

【『第九回はんだ山車まつり』当日の公式認定グッズ販売所について】 

当日の公式認定グッズ販売所は、知多半田駅周辺、及び、市役所会場の２カ所を予定して

います。 

販売所では公正を期すため実行委員会が委託した販売員により金銭授受（レジ管理）を行

います。販売所の商品は委託販売としますが、販売代行に係る手数料は認定料に含まれてい

ないものとし、売上金から手数料として１５％を差し引いた金額をまつり終了後にお渡し

いたします。販売所の商品説明のため事業者が係員を派遣頂くことは可能ですが、スペース

の都合上人数を制限させていただく場合があります。販売所では実行委員会派遣の販売員

が商品の盗難等に万全の注意を払いますが、不足の事態が起こった場合でも実行委員会で

は責任を負いません。 

販売所への商品搬入などについては、後日指定させていただきます。 

 

【罰則】 

 販売許可後、指定された期日までに認定料金の支払いをして頂けなかった場合、公式パン

フレット掲載及び、それに付随するものに掛かった費用を実費請求させていただきます。 

 公式認定後の販売について不正が発覚した場合（下記の例）、罰則として公式認定グッズ

の販売許可を取り消させていただきます。また、公式認定グッズ販売の取り消しとなっても

認定料は一切お返しいたしません。 

（例）申請価格と異なる価格で商品を販売した場合、または、販売しようとした場合。 

   その他、実行委員会にて不正と判断された場合も販売許可の取り消しを行います。 

 

【認定を受けた者の責務】 

１ 粗悪品、欠陥品、品質低下、製品事故等が起こらないよう万全の配慮を行ってください。 

２ 公式認定グッズにおいて事故等の問題が生じた場合は、速やかに実行委員会に報告し

てください。 
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３ 全国観光土産品公取協議会の公正競争規約に定める、必要表示や過大包装の禁止等の

事項を厳守して販売を行ってください。 

全国観光土産品公取協議会ＨＰ 

(http://www.miyagehin.com/kyogikai/index.html） 

 

【応募方法】 

 専用フォーム（https://forms.gle/MAJC7HipNqzH3HKf9）からお申込みいただくか、『第

九回はんだ山車まつり公式認定グッズ申込書』に必要事項をご記入の上、サンプル品もしく

は商品イメージと一緒に、後記提出先のとおり、第九回はんだ山車まつり実行委員会事務局

（半田市役所観光課）へ直接お持ち頂くか、郵送又はメールにてお申込み下さい。 

 

 

 

 

 ●提出先 

  〒４７５－８６６６ 

  愛知県半田市東洋町二丁目１番地 

  第九回はんだ山車まつり実行委員会事務局（半田市役所観光課内） 

※直接お持ちいただく場合には、事務局員が不在の可能性もありますので、事前にご連絡

ください（事務局運営時間：平日 8：30～17：15）。 

 

【公式認定グッズ募集期間】 

２０２３年４月１日(土)～５月３１日(水) 

※７月末までに認定の可否を通知いたします。 

 

【問合先】 

 電  話：０５６９－８４－０６８９（平日 8：30～17：15） 

 Ｆ Ａ Ｘ：０５６９－２５－３２５５ 

E メール：kanko@city.handa.lg.jp 

担  当：渋谷・上窪 


